
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
。
以
下
「
法
」
と
い
い
ま
す
。
）
第
六
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
大
規
模
小
売
店
舗
の
変
更
の
届
出
が
あ
り
ま
し
た
の
で
、
次
の
と
お
り
公
告
し
、

そ
の
届
出
及
び
添
付
書
類
を
縦
覧
に
供
し
ま
す
。

な
お
、
法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
意
見
を
述
べ
よ
う
と
す
る
者
は
、
意
見
の
内
容
を
記
載
し

た
書
面
に
、
氏
名
及
び
住
所
（
団
体
に
あ
っ
て
は
、
団
体
名
、
代
表
者
の
氏
名
及
び
所
在
地
）
並
び
に

意
見
を
述
べ
る
理
由
を
記
載
し
た
書
面
を
添
え
て
、
平
成
二
十
七
年
三
月
十
七
日
か
ら
同
年
七
月
十
七

日
ま
で
に
奈
良
県
産
業
・
雇
用
振
興
部
産
業
政
策
課
に
到
着
す
る
よ
う
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

平
成
二
十
七
年
三
月
十
七
日

奈
良
県
知
事

荒

井

正

吾

一

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

名
称

西
友
大
和
郡
山
店

所
在
地

大
和
郡
山
市
南
郡
山
町
五
二
九
番
地

二

変
更
の
あ
っ
た
事
項

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ

て
は
代
表
者
の
氏
名

（
変
更
前
）

氏
名
又
は
名
称

代
表
者
の
氏
名

住

所

合
同
会
社
西
友

ス
テ
ィ
ー
ブ
ン

東
京
都
北
区
赤
羽
二
丁
目
一
番
一
号

・
ヘ
イ
ズ
・
デ

イ
カ
ス

株
式
会
社
イ
シ
ガ
ミ

石
神

康
治

大
阪
市
中
央
区
南
木
町
一
ー
五
ー
九

フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
サ
ロ
ン
ミ

山
田

淳
子

大
和
郡
山
市
南
大
工
町
三
ー
一
二

キ
ヤ

モ
リ
タ
靴
店

森
田

武

大
和
郡
山
市
南
井
町
九
ー
一



株
式
会
社
メ
ル
シ
ー

広
瀬

泰
治

大
和
郡
山
市
冠
山
町
七
ー
三
五

株
式
会
社
キ
ャ
ン
ド
ゥ

城
戸

博
司

東
京
都
板
橋
区
三
ー
九
ー
七

（
変
更
後
）

氏
名
又
は
名
称

代
表
者
の
氏
名

住

所

合
同
会
社
西
友

ス
テ
ィ
ー
ブ
ン

東
京
都
北
区
赤
羽
二
丁
目
一
番
一
号

・
ヘ
イ
ズ
・
デ

イ
カ
ス

フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
サ
ロ
ン
ミ

山
田

一
彦

大
和
郡
山
市
南
大
工
町
三
ー
一
二

キ
ヤ

株
式
会
社
メ
ル
シ
ー

広
瀬

泰
治

大
和
郡
山
市
冠
山
町
七
ー
三
五

株
式
会
社
キ
ャ
ン
ド
ゥ

城
戸

一
弥

東
京
都
新
宿
区
北
新
宿
二
丁
目
二
一
番
一
号

三

変
更
年
月
日

平
成
二
十
四
年
四
月
二
日

四

届
出
年
月
日

平
成
二
十
七
年
二
月
二
十
日

五

縦
覧
場
所

奈
良
県
産
業
・
雇
用
振
興
部
産
業
政
策
課

六

縦
覧
期
間

平
成
二
十
七
年
三
月
十
七
日
か
ら
同
年
七
月
十
七
日
ま
で
。
た
だ
し
、
日
曜
日
、
土
曜
日
及
び
国

民
の
祝
日
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
七
十
八
号
）
に
規
定
す
る
祝
日
を
除
き
ま
す
。

七

縦
覧
時
間



午
前
九
時
か
ら
午
後
五
時
ま
で
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